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はじめに 

 

「未完の改革」をもう一度動かすために 

国会が地方分権の推進を決議1したのは平成５年（１９９３年）だった。それ

から１３年。日本の分権改革はどこまで進んだのだろうか。 

たしかに、平成７年（１９９５年）に地方分権推進法が施行され、その後６

年間続いた「第一次分権改革」は、自治体を「国の下請け機関」とみなしてき

た機関委任事務制度を廃止し、国と地方を法制度上、「上下・主従」から「対等・

協力」の関係に変えた。さらに、地方の税財政に焦点を当てた平成１４年  

（２００２年）からの「三位一体の改革2」は、国から地方へ３兆円の税源移譲

を実現した。 

いずれも、明治の近代国家形成期から昭和の高度経済成長期までの時代に、

この国の基本的なかたちとして機能してきた「国が決めて地方が従う」という

中央集権の原理を、「自分たちの地域のことは自分たちで決める」という自治・

分権の原理へ、歴史的に転換する貴重なステップだった。 

しかし、権限と組織を頑なに守ろうとする中央省庁の壁は厚い。「三位一体の

改革」では、３兆円の税源移譲は実現したとはいうものの、そのための財源を

生み出すために必要だった多くの国庫補助負担金の廃止は見送られ、国の強い

関与を残したまま国の補助負担率を引き下げる手法が乱用された。地方の自由

度は高まらなかった。 

初めて設置された「国と地方の協議の場3」も、十分に機能したとはいえない。

国の代表である閣僚と地方の代表である地方六団体のトップが、分権型社会 

の内政システムの変革に向けて、「対等・協力」の原理に基づいて、建設的に協

議して合意するという姿には、ほど遠いものだった。 

最も深刻なことは、地方側が努力をしたにもかかわらず、この改革が多くの

                                                  
1 国会が地方分権の推進を決議・・・平成５年(１９９３年)６月、衆参両院で行われた「地方

分権の推進に関する決議」のこと。これを契機に、「地方分権推進法」、「地方分権推進委

員会」「地方分権一括法」など、その後の地方分権改革の流れがつくられた。 
2 三位一体の改革・・・国と地方の税財政制度に関する改革のことで、①税源移譲、②補助金

改革、③地方交付税改革の３つが対象となったことから「三位一体の改革」と呼ばれた。 
3 国と地方の協議の場・・・平成１６年度に地方が提出した国庫補助負担金の改革案等を協議

するために設置され、現在も継続して設置されている。国の代表（官房長官、関係大臣）

と地方の代表（地方六団体の代表者）が参加。 



 

 2

人々の圧倒的な共感を呼んで進められたとは言い切れないことである。国民の

目には、「国と地方の間の権限と資金の奪い合い」のように受け止められ、「国

であれ、地方であれ、うまくやってくれるならどちらでもよい」という声すら

聞かれた。 

 

日本の地方分権はなお、「未完の改革」にとどまっている。多くの国民の共感

を呼び起こし、それを支えに改革をもう一度動かさなければならない。 

この１３年間の過程で得られた成果と経験を活かし、残された多くの課題を

乗り越えるためには、国民に夢を与える分権型の国の仕組みと社会の将来像を

示し、暮らしに必要な公共サービスを効率的・効果的に提供し、文化や産業な

どの地域の個性を活かしたまちづくりができ、住民から信頼される自治体の姿

を描くことが必要である。本委員会は、未完の改革をもう一度動かすために、

分権型社会のビジョンと実現のための方策を提案する目的で設置された。 

 

中間報告の位置づけ 最終報告に向けての論点 

分権改革は、人々の手の届く空間に、子育て・教育・福祉といった人々の暮

しを支えるサービスを、人々の合意と負担に基づいてつくる社会を実現させる。   

その意味で、日本の民主主義を活性化させる重要な政治改革の１つといえる。

従って、憲法のあり方、国と地方の関係、自治体の組織、住民参加の手法な 

どにいたるまで、広い範囲の改革作業になる。 

 

今回まとめた「中間報告」は、地方分権の基本的な視点とあわせて、その重

要な基盤の１つになる税財政改革についての提言である。政府が平成１８年 

（２００６年）６月に策定する予定の「経済財政運営と構造改革に関する基本

方針２００６」（骨太の方針２００６）4において、国と地方の税財政改革の方

向を改めて示すことが予想されるため、日本の分権改革に重大な関心を寄せる

本委員会として、長期的にみた全体像を描くのに先立ち、目指すべき税財政改

革の考え方とそのための７つの提言を緊急に取りまとめた。 

                                                  
4 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（骨太の方針２００６）・・・経済財

政諮問会議が策定する予定の日本の将来ビジョン２００６年版。構造改革の基本的な方針

をまとめるもの。 
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最終報告は、本年１２月をめどに、「分権型社会のビジョン」としてまとめる。

その論点には、地方自治の規定を強化する憲法改正の必要性、国と地方の役 

割分担、内政事務をめぐる国と地方の二重行政の解消、基礎自治体としての市

町村と広域自治体としての都道府県の関係、地方議会のあり方、市町村へのシ

ティ・マネージャー制度導入の可能性、自治体職員が自治体間を自由に移動で

きる仕組み、自治体間・職員間での競争を一層促す仕組み、究極的な分権型統

治機構としての道州制の可能性といった課題が考えられ、幅広い視点で議論を

深めて、あるべき姿を描く。 

 

その際の議論の底流には、主として、次の４つの基本的な問題意識を置くこ

とになる。 

① 国民に夢と希望を与える社会とは何か 

② 住民が必要とするサービスを自治体が提供するためにはどうすればよ

いか 

③ 住民が満足し納得し信頼する効率的・効果的な自治体をどう実現するか 

④ 住民と自治体が役割分担しながら、連携・協力し、地域の経営を行って

いく「協働自治」をどう実現するか 

 

なお、委員の中には『郵便、警察、義務教育、道路、電気、新聞配達、生活

保護の７つの基礎的なサービスをユニバーサル・サービスとして提供している

のは日本だけで、これからは住民の選択に任せて自治体間で差があってもいい

のではないか。』という意見もある。このような「選択の余地や自治体間で差の

ある社会」という考え方の是非を含め、国と地方のあり方を超えた「国や社会

のかたち」についても議論を行う予定である。 
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１．分権改革の５つの視点 

 

（１）暮らしの安全・安心をつくる 

この国では今、子供たちを傷つける犯罪が相次ぐなど、地域の暮らしの

場で安全・安心が揺らぎをみせている。また、若者や中高年の失業率はき

わめて高く、地域によって、個人によって、所得の格差も生まれている。   

さらに、自分以外の人間との絆を見つけだせず、自殺やひきこもりも増

えている。 

   

山村や離島に目を転じれば、とまらない過疎化が多くのコミュニティを

崩壊させた。その結果、これまで地域の財産として守られてきた山林や棚

田などが荒れ、土砂崩落や河川氾濫などの自然災害をこれまで以上に拡大

させる問題が起きている。 

 

社会が危機に陥るとき、人間は将来についての希望まで失ってしまう。 

少子高齢化が進み、人口減少社会がやってきた今、住民、地域の非営利

団体（ＮＰＯ）、企業との広範な協働による高齢者向けの保健・医療・福祉

サービスの充実をはじめ、これまで以上に地域社会における互助の精神を

大切にして、地域の育んできた歴史・文化・生活を維持し、発展させてい

くことが重要となっている。子供たち、お年寄り、障害のある人、働きな

がら家族を支える人など、一人ひとりのニーズと地域のかたちに応じたき

め細かな公共サービスを地域で提供することにより、多くの人々が、心が

満たされ、希望と喜びをもって暮らすことのできる成熟した社会をつくら

なければならない。 

 

日本という「くに」、その中の地域社会で暮らす人々が、信頼しあい共感

しあえる自由な社会を支える基盤を、もう一度つくりなおす必要がある。

失敗しても絶望に陥らないためのセーフティネット、もう一度やり直せる

ためのセーフティネットを再構築して、安全で安心な私たちの国と地域社

会を再生しなければならない。 
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人間同士の絆を強め、コミュニティを再生させるには、市場に委ねてあ

るがままに任せればよいというわけにはいかない。住民の生活に密着し、

住民の声に応じたサービスを提供できるのは地方である。その役割を増や

していかなければならない。 

 

戦後の日本は、敗戦の焼け野原から経済の発展と国民生活の安定を求め

て立ち上がった。重化学工業を基盤とした同一規格・大量生産型の社会シ

ステムをつくり、国の主導によって、中央省庁の縦割り構造に応じた画一

的な行財政運営が行われてきた。これによって、目覚しい経済成長を遂げ、

国民の所得水準も向上した。しかし、多くの国民が、日常生活の中で精神

的なゆとりや心の豊かさを十分に実感できなかった。 

 

平成５年（１９９３年）、地方分権の推進をうたった衆参両院の国会決議

で、「ゆとりと豊かさを実感できる社会」を目標に掲げたのは、２１世紀の

国をつくる理念として、人々の創意工夫や絆を大切にする分権型社会に

こそ「ゆとりと豊かさ」があると考えたからにほかならない。それから

１３年がすぎた今、「ゆとりと豊かさ」が実感できる社会に近づいたとは思

えない。原点に戻って、経済成長だけを優先する画一型社会から、安全・

安心を優先する分権型社会へと、この国の目標を改めて転換させなければ

ならない。 

 

もちろん、この安全・安心を優先する分権型社会は、地方が住民の安全・

安心のみに活動を限定することを意味するものではなく、地域経済の活性

化や住民が未来に夢を感じることのできるまちづくりなども行う社会であ

ることは言うまでもない。 

なお、委員の中には、『「住民の安全・安心を優先する社会」か「経済成

長を優先する社会」かについても、住民が選択できるシステムとすべきで

ある。』との意見もある。 

 

（２）東京一極集中から多様な地域をよみがえらせる 

危機は経済社会の構造にもある。 
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ひと、仕事、情報、カネの東京集中は一向に変わっていない。地域の中

でも、中枢都市だけに向かうなど、二重、三重の集中現象が起きている。 

この結果、中小都市の衰退や中山間地域・離島の過疎化はひどくなり、少

子高齢化が引き起こす人口減少とあいまって、地域の活力は急激に失われ

ている。 

 

国のかたちとして、首都に様々な資源を集中させる構造の転換を図り、

多様な地域をよみがえらせ、地域の力を再生させていく必要がある。 

 

規模の大きさを競う時代ではない。知恵を競う時代である。自然、歴史、

伝統、文化、産業、創造性などの地域の個性を活かした地域づくりこそ必

要である。暮らしやすく、文化が息づき、人々が自分たちの地域に誇りが

持て、誰にでもチャンスが開かれた社会を、日本各地に生み出すべきであ

る。それらを基盤にすれば、個性ある人々が集まり、新たな情報が生まれ、

新たなビジネスチャンスにもつながる。 

 

挑戦の主役は人間と企業である。その主役たちに、大胆に自由と力を与

える分権改革が、規制緩和とともに、多様な地域をよみがえらせる源泉と

なる。国がこと細かに規制したり、画一的な政策を立案して補助金を交付

したり、従来の集権的な手法を微修正したりする程度で、地域再生が促さ

れるはずもない。 

 

なお、委員の中には、東京一極集中については、『東京には地下鉄や上下

水道など他の地域と比較して早期に整備した社会資本があり、これによる

恩恵を東京の住民は受けており（「過去からの補助金」）、これが東京一極集

中の原因の１つである。また、東京には幕府から取り上げた土地があり、

これを無料で使えることも東京一極集中の原因の１つである。』との意見も

ある。 
また、『情報の東京への一極集中の是正と地方発の情報を増加させていく

ことが必要であり、そのための方策を検討するなかで、放送のキー局シス

テムや書籍の再販売価格維持制度等についても、幅広い観点から議論を行
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っていくべきでないか。』との意見もある。 
 

（３）自分たちのまちのことは自分たちで決める 

地方自治は、暮しを支えるサービスと文化や産業などの地域の個性を活

かしたまちづくりの設計・提供・負担をめぐる意思決定を住民に近い場で

住民が参加して行うことであり、政策選択の結果を自分たちで引き受ける

ことである。 

 

具体的には、首長が、住民から負託されて行政を執行するというシステ

ムを超え、例えば、個々の事業や全体の行財政運営などの執行についての

政策公約（ローカル・マニフェスト）を住民に示し、住民にそれを約束す

る形で「契約」を結び、もうひとつの住民代表機関である議会における審

議と意思決定を経て、住民の参加と監視を得ながら地域経営をするという

姿である。 

 

この「当事者の民主主義（住民主体の民主主義）」のかたちに戻って、「自

分たちのまちのことは自分たちで決める」ことができ、その結果、住民が

「自分たちが主権者であることを実感できる」ようにすることが重要であ

る。そのためにこそ、中央集権型の政治・行政システムを変え、自治体の

権限と財源を根本的に充実強化する地方分権が欠かせない。 

 

（４）住民に近いところへ力を集める～ニア・イズ・ベター 

ひと、もの、カネが国境を超えて動き回るグローバリズムの時代、これ 

までの国民国家の考え方が揺らぎをみせている。多くの国々では、統治の

枠組みを洗い直し、国と地方の関係を再構築しようとしている。地方自治

の世界標準ともいうべき「ヨーロッパ地方自治憲章5」では、「公的部門が

担うべき責務は、原則として、最も市民に身近な公共団体が優先的に執行

する」と規定した。住民に身近な公共サービスは住民に最も近い自治体が

担うことが最も効率的であり民主的であるという原理である。 

                                                  
5 ヨーロッパ地方自治憲章・・・１９８５年、欧州評議会（４５ヶ国が加盟）において、採択

された、地方自治に関する合意。 
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また、公共サービスの提供方法についても、自立した市民の登場と非営

利団体（ＮＰＯ）の拡大や企業活動の社会的な役割を認識する動きを背景

に、国と地方という垂直軸と、パブリックとプライベートという水平軸の

２つの軸で日本社会の変容が始まっている。「公共」を役所と官僚の独占物

と考えてきた日本の常識を根底から見直し、市民と企業も社会の公共分野

の重要な担い手と考えなければならない。 

 

特にＮＰＯの活動は、サービスを提供するだけの機能から、政治への参

加・監視の機能へと向かう進化も始まっている。その活動範囲も、市町村

や都道府県という行政区画や国民国家を区切ってきた国境も超えようとし

ている。そうしたＮＰＯを行政サービスの下請け機関とみなしてはならな

い。公共サービスを設計する上での重要な主体として、対等な存在として

位置づける必要がある。 

 

このような政治・行政・社会の変化を考えれば、住民に近い空間にでき

る限りの力を集める分権改革は、この時代の潮流である。「住民に近ければ

近いほど望ましい」（「ニア・イズ・ベター」）という補完性と近接性の原理

を基盤に、自治体に力を集め、それぞれの自治体と市民と企業が知恵を出

し合い、新しい公共空間を設計する必要がある。国と地方、都道府県と市

町村、官と民の役割分担の見直しは、こうした哲学で大胆に行うべきであ

る。 

 

国はむしろ、急速にグローバル化が進む今、国際的な競争と協調をどう

図るかという日本の将来を決める国家戦略の検討と実践に力を集中させる

必要がある。１９９０年代後半以降、国際情勢が変化している。地域紛争

や国際テロリズムへの対応、東アジアの不安定化などについて、迅速かつ

的確な対応がますます重要となっている。地方分権を推進し、国は地方へ

の過剰な関与から撤退することで、その本来担うべき役割を純化させ、地

方でも行っているような国際交流や国際協力ではなく真に外交的な事務に

専念することで、国際情勢への対応能力を高めていかなければならない。 
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すなわち、市町村がまず、地域における行政の主役としての役割を果た

すこととし、都道府県は、市町村の補完的・広域的な役割を果たす。 
 
それに対して国は、 
① 国の存立に直接関わる政策に関する事務（例えば、外交、防衛、通貨、

司法など） 
② 国内の民間活動や地方自治に関して全国的に統一されていることが望

ましい基本ルールの制定に関する事務（例えば、公正取引の確保、生活

保護基準、労働基準など） 
③ 全国的規模・視点で行われることが必要不可欠な施策・事業に関する

事務（例えば、公的年金、宇宙開発、骨格的・基幹的交通基盤など） 
に専念すべきである。 
 

（５）内政の政策立案に地方が参画し、更なる分権改革を断行する 

平成７年（１９９５年）に施行された地方分権推進法以後の分権改革は、

国から地方への分権に軸足が置かれた。地方自治は本来、自治体が必要以

上に国に縛られないという「団体自治」の原則と、住民が自ら政策を決定

して責任を負うという「住民自治」の原則が、車の両輪のようになってい

なければ機能しない。これからの分権改革は、従来のような「国から地方

へ」という団体自治を強める改革と並行して、「自分たちのまちのことは自

分たちで決める」という住民自治を強める改革をこれまで以上に重視する

必要がある。 

 

そうであれば、住民と直接向き合う自治体の総体としての地方自身が、

国の統治構造を変える内政全体の政策立案や制度改革について、国と対等

の関係となって参画する新しい仕組みをつくる必要がある。「国が決めて地

方が従う」という長い間の方法を改め、地域の現実と住民の支持をベース

にした地方が意思決定過程に加わり、決めた政策に地方も責任を負う仕組

みを目指すべきである。 
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主権者である国民が、自治体と向き合い、協働するためにはまず、極力、

自治体が国に依存しないようにする最も重要な基盤として、地方税の充実

と強化が必要である。第一期ともいうべきこれまでの「三位一体の改革」

で国から地方へ税源移譲が行われたものの、なお地方税収だけでは現実の

地方歳出を賄えない状態が続いている。これからの第二期の改革では、今

後の福祉や教育などの分野での地方の役割の増大も踏まえた場合には、一

層の税源移譲が必要である。 

 

地方財政の健全化を進めるにあたっても、市場や国による一定の規律を

否定するものではないが、それ以前に、十分な税源移譲と国による関与・

義務づけの廃止・縮小を行うことを前提にして、住民による規律と住民の

責任を重視すべきである。そのために、情報公開の徹底が最も重要である。 

 

国庫補助負担金は当然、真に必要なものに限定する必要があり、将来的

には、国庫補助負担金は全廃し、国が地方に要請する法定受託事務6の必要

額を国が委託費として全額負担する方法に転換することを検討すべきであ

る。その際には、災害復旧や医療制度等における国と地方の経費負担のあ

り方には慎重に配慮する必要がある。国庫補助負担金をテコに霞が関が自

治体や企業や人々の活動を縛って管理する体制は打ち破らなければならな

い。 

 

こうした改革を実現してもなお、必要な公共サービスを提供するための

財源に不足を生じる自治体がある。これを支えるのが地方交付税制度であ

る。地方交付税は、国から恩恵的に交付されるものではない。その制度の

趣旨は、自立を目指す地方が共同で運営する連帯の仕組みとみることがで

きる。「すべての自治体が国に依存せず、一定の公共サービスを提供できる

ようにする」との考え方に基づく「地方財政のセーフティネット」である

ことを明確にする必要がある。 

 

                                                  
6 法定受託事務・・・国が本来果たすべき役割を担っているが、効率性の観点などから、その

処理が法律により自治体の事務とされているもの(例：戸籍、生活保護、国政選挙など)。 
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これまでの第一期の改革は、組織と権限を頑なに守ろうとする官僚組織

と地方の争いだった。この反省から、第二期の改革では、官僚と争うので

はなく、主権者である国民と、国権の最高機関である国会の理解を得て、

その支持によって、これからの「国のかたち」の改革を政治主導で進める

必要がある。従って、第二期の改革では、改革を推進する新たな法律を、

国民の支持と理解に基づいて議員立法によることも視野に入れながら制定

することが必要である。 

 

第二期の改革は、真の民主主義を実現するための改革、国民と企業の意

識と行動にも大きな変革をもたらして「国のかたち」を変える大きな改革

であることを認識すべきである。明治維新、戦後改革に次ぐ「第三の改革」

であり、その意味において、分権型国家に大きく舵を切る憲法の見直しの

必要性にまで踏み込んだ議論を、国民の代表である国会で行う必要がある。 
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２．分権改革への地方の参画 
                        

                  

【提言１】「地方行財政会議」の設置 

     ～「国と地方の協議の場」の法定化 

 

 

 

１．「（仮）地方行財政会議」の設置 

 

(１) 趣 旨 

       分権改革の推進を図るため、地方に関わる事項についての政府の政

策立案及び執行に関して、政府と地方の代表者等が協議を行い、地方

の意見が政府の政策立案及び執行に反映されるよう、新たな組織を法

律により設置する。 
 

(２) 事務及び権限 

        以下の事項のうち重要なものについて、政府または地方からの申し

出により協議を行い、政府は、会議において協議が整った事項につい

ては、その結果を尊重するよう努めるものとする。 

       

① 国と地方の役割分担のあり方 

② 国による関与・義務づけのあり方 

③ 地方が処理する事務の経費に係る国の補助負担のあり方 

④ 地方税財政制度のあり方 

⑤ 地方への新たな事務または負担の義務づけとなる法令、施策 

  等
 

(３) 構成等 

   ① 内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、他関係大臣 

国会議員 

     地方六団体各代表 

民間有識者 

      但し、民間有識者は、政府推薦者と地方推薦者の同数とする。 

なお、必要に応じて、内閣総理大臣の出席を求めることができる。
    

② 内閣官房長官と全国知事会会長を共同議長とする。 
     

③  独自の事務局を設け、政府と地方から参画する。 
 
２．「（仮）地方行財政会議」が法律により設置されるまでの間、現在の「国

と地方の協議の場」を維持し、協議を継続的に行うこととする。 

    

【提言１】 

「地方行財政会議」の設置  
 ～「国と地方の協議の場」の法定化 
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＜考え方＞ 

 １．分権改革を含めた内政の政策立案に関する地方の参画 

  第一期改革において、「国と地方の協議の場」が設けられたが、政策形成 

のために十分に機能したとは言い難い。 

     従って、地方分権一括法7で国と地方の関係を「上下・主従」から「対等・

協力」と位置づけた意義を具体化し、地方分権の推進を加速させるととも

に、自治体が、その行財政運営に関して自らが決定し、責任を負うことを

明確化させるため、国と地方の役割分担や地方税財政制度等について、国

と地方が共同のテーブルについて協議を行う「内政の政策立案に関する地

方の参画」システムとして「（仮）地方行財政会議」を法定化することが

必要である。 

 

２．「国と地方の協議の場」の維持・継続 

  「（仮）地方行財政会議」が法律により設置されるまでの間、地方分権

や地方行財政に関する制度についての地方の考え方が国に十分に伝わら

ないということがないよう、現在の「国と地方の協議の場」を維持し、協

議を継続的に行うことが必要である。 

 

３．「（仮）地方財政委員会」の設置 

   現在ある地方財政審議会8については、地方財政計画9、地方共有税（地

方交付税）、地方税、国庫補助負担金等に関することについて、その権限

を強化するとともに、地方六団体の代表を加え、その名称を「（仮）地方

財政委員会」に変更することも考えられる。 

                                                  
7 地方分権一括法・・・平成 12 年（2000 年）4 月施行。地方自治法を中心に 475 本に及ぶ膨

大な法改正を行い、機関委任事務を廃止し、自治体の事務を自治事務と法定受託事務に整

理し、国の関与等を限定化。 
8 地方財政審議会・・・地方交付税などの地方行財政に関して、その権限に属する事項を処理

し、総務大臣に対し必要な勧告を行い、関係機関に意見を述べることのできる総務省の附

属機関。 
9 地方財政計画・・・財源保障機能と財源調整機能を持つ地方交付税の必要額を導き出すこと

を主な役割として、自治体全体の１年間の歳入及び歳出の規模についての見込みを示すも

の。 
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３．分権改革の税財政面での具体的方策 

 

 
【提言２】地方税の充実強化による不交付団体人口の大幅増 

 

 

１．偏在性の少ない居住地課税である地方消費税と個人住民税の充実強化を図

り、地方共有税（地方交付税）に依存せず自分たちの税金で自主的な財政運

営が可能な自治体の住民数を大幅に拡大する。 

 

（１） 消費税と地方消費税の割合を４：１から２.５：２.５にする。 

（２） 所得税から住民税へ税源移譲し、個人住民税所得割をさらに３％上

乗せする。 

 

２．地方税は地域偏在性が比較的少ない税目構成とし、地方共有税（地方交付

税）の原資は地域偏在性の比較的大きな税目構成となるようにする。 

 

３．これにより、まずは国税と地方税の税源配分を５：５とする。 

 

【提言２】 

地方税の充実強化による不交付団体人口の大幅増 
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＜考え方＞ 

 １．大幅な税源移譲 

国・地方を通じた税制度全般の抜本的な見直しを行うにあたって、国と

地方の最終支出の比率と租税収入の比率において生じている乖離を縮小し、

地方が担う事務と責任に見合うよう、国と地方の税源配分を、まずは 

５：５、将来的には４：６となるように国税から地方税への大幅な税源移

譲を行うべきである。これにより、地方共有税（地方交付税）に依存せず

自分たちの税金で自主的な財政運営が可能な自治体の住民を大幅に増やし、

将来は、国民の過半数になるようにすべきである。 

 

 ２．対人サービスの行政需要の増大と居住地課税の重視 

   税源移譲にあたっては、少子高齢社会を迎え、より住民に近い場にある

自治体が担う対人サービスの行政需要が増大し、今後、このサービスを自

治体が積極的に担うこととなることを視野に入れるべきである。 

   また、現在の日本の地方税、特に都道府県税の特徴は、住民が負担する

個人住民税や地方消費税といった居住地課税の比重が低く、法人所得課税

の比重が高い。 

従って、まず所得税、法人税と並んで基幹税である消費税については、

対人サービスに応益的に対応した居住地課税であり、更に、景気変動によ

る伸張性が小さく、かつ、地域偏在性が少ないことから、国と地方が等し

く分け合うことが必要である。 

   あわせて、個人住民税も同様の観点から、一層の充実強化を図るべきで

ある。 
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【提言３】「地方交付税」を「地方共有税」に 

     ～法定率を見直し、特別会計に直入、 

      特例加算・特別会計借入を廃止 

 

 

 

１．地方交付税が、国から恩恵的に与えられるものではなく、『自らの財源

を他の自治体のために融通しあうことにより、全ての自治体が国に依存せ

ずに、住民に対して一定水準の行政サービスを提供できるようにすべきで

ある』との考え方に基づく、セーフティネットとしての性格を持つもので

あることを、その制度上、明確にするため、「（仮）地方行財政会議」にお

いて検討の上、以下の７項目の改革を一体的に行うこととする。 

 

(１)  名称を以下のとおり変更する。 

       ① 国民から国の特別会計に入るまで「地方共有税」 

     ② 国の特別会計を出て自治体に入るまで「地方共有税調整金」  

 

(２)  国の一般会計を通さずに、「地方共有税及び譲与税特別会計」に直接

繰り入れる。 

 

(３) 現在の財源不足（Ｈ18 年度 8.7 兆円）を解消するため、地方共有税

（地方交付税）の法定率の引上げを行うとともに、必要に応じて地方

税法に定める税率の変更も行う。 

 

(４) ３年から５年に一度、地方共有税（地方交付税）の法定率の変更を

行うとともに、必要に応じて地方税法に定める税率の変更も行う。 

 

(５) その他の年度は、財源不足があれば地方債または「地方共有税及び

譲与税特別会計」内に新たに設置する基金により調整する。 

 

(６) 特例加算や特別会計による借入れは行わない。 

 

(７) 減税により地方の財源不足が生じる場合には、地方共有税（地方交

付税）の法定率を引上げる。 

 

【提言３】 

「地方交付税」を「地方共有税」に 
～法定率を見直し、特別会計に直入、 
特例加算・特別会計借入を廃止 
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＜考え方＞ 

 １．地方交付税の意義～国による関与・義務づけの廃止・縮小 

 現在、地方交付税に対する批判や主張としては、『地方交付税は、地方

財政計画を通じて地方の歳出・歳入の「差額」を補填するという財源保障

を行っており、これにより自治体のコスト感覚を弱め、不要不急の歳出を

増加させ、地方が国に財政的に依存する状況をつくり出していることから、

こうした仕組みは廃止すべき。また、財源調整も手厚すぎるものとなって

いるのでその機能を薄めるべき。』『地方交付税または地方財政計画につい

て、国・地方を通じたプライマリーバランス10を改善するため、地方は国

に協力すべきであり、削減数値目標を設定して縮小すべき。』等がある。 

 しかし、現実の地方交付税は、自治体が、法令等による歳出や事務事業

の義務づけを含め地域社会に必要不可欠な公共サービスを提供すること

ができるよう、財源保障を行っているものであり、地方交付税の財源保障

機能の縮小や地方財政計画の圧縮について主張するのであれば、まずは国

による関与や義務づけの見直しから行うべきであることは、交付税制度の

仕組み上当然のことである。 

これを行わず、マクロ的に地方財政計画や地方交付税の総額を圧縮する

ことは、法令等で義務づけられている事務事業が実施できないという結果

となると同時に、地方の自由度を小さくして、地方自治行政を専ら国の代

理人としての任務に押し込むこととなり、地方分権と地方自治に反するこ

とはもちろんのこと、住民生活の悪化を招くことになりかねない。 

また、『基準財政需要額11の算定の複雑さが制度の透明性を阻害してい

る』『人口・面積だけを基準として計算すべき』との批判があるが、今後、

算定の簡素化は必要であるとしても、算定が複雑となっているのは、国に

                                                  
10 プライマリーバランス・・・歳入総額から国債（地方債）発行収入を差し引いた金額と、歳

出総額から国債（公債）費を差し引いた金額のバランスをいう。前者が多い場合が黒字。 
11 基準財政需要額・・・普通交付税の算定の基礎となるもので、自治体が標準的な行政サービ

スを行うのに必要な財政需要を、人口・面積・児童数・生徒数・高齢者数・道路の面積・

河川の延長等の客観的な数値を用いて、各自治体ごとに算定する額。 
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よる関与・義務づけが大きな原因であるため、制度の透明性を高める観点

からも、国による関与・義務づけを排除する必要がある。算定の複雑化は、

人口構成の差、地理的条件その他の社会経済条件等の違いを考慮して自治

体間の公平性を確保するためでもあるということに留意すべきである。更

に、人口・面積だけでは、今後の人口減少社会に適合した算定を行うこと

が困難であることなどの問題も生じる。 

加えて、自治体間の財政力格差があるなかで、国による関与・義務づけ

の見直しを行わないままで、地方交付税全体が圧縮されてしまうと、相対

的に税収が少ない自治体では、他の自治体よりも住民にとって必要なサー

ビスを提供する余裕がなくなり、財源調整機能が十分に機能しなくなって

しまう。 

    なお、景気対策等については、地方の判断を重視すべきであるにもか

かわらず、国が施策の誘導のために地方交付税を利用12してきたことが地

方が多額の赤字を抱える要因の一つになったという過去の経緯を踏まえ、

地方交付税の政策誘導的な部分は、地方の発想と要望を前提としたもの

に限る方向で、今後、縮小・廃止していくべきである。 

 

  ２．地方交付税から地方共有税への名称変更  

 地方交付税は、地域社会の存立基盤を維持し、国で定めた一定水準の行

政サービスを、国民が全国どこで生活しても享受できるようにするための

ものであり、国税という形で徴収されているものの一部となっているが、

本来地方の固有財源であり、また、自治体全体で共有している財源である。 

従って、地方交付税が、自治体の「連帯」と「自立」の精神に基づくセ

ーフティネットであることを制度上明確化させる必要がある。 

そのためにはまず、地方交付税は、国（上）から地方（下）に「交付す

                                                  
12 国が施策の誘導のために地方交付税を利用・・・地方が、国の景気対策や施策誘導型の地方

単独事業などに伴い発行した地方債の元利償還金等について、地方交付税により措置するな

ど、国の政策の手段として地方交付税が利用されてきた経緯のこと。 
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る（恩恵的に与える）」ものではないことを明らかにするため、その名称

を「地方共有税」に変更すべきである。 

更に、国民から国の財布への「入口」までは税であるが、国の財布から

地方の財布への「出口」では「税」という表現になじまず、地方でその財

源を必要に応じて調整し、融通し合うことから、「出口」では「地方共有

税調整金」とすべきである。 

 

  ３．地方共有税（地方交付税）の法定率13の引上げと特例加算14の廃止等 

 自治体自らが、国から自立した財源として地方共有税（地方交付税）を

認識するためには、まず地方共有税（地方交付税）の法定率の引上げ等に

より、現在、臨時財政対策債15や特例加算等で賄っている通常収支の不足

及び特別会計による借入金等で補っている減税に係る財源不足を解消し

た上で、その後は、毎年度行っている国による特例加算や、事後の負担が

不明確な特別会計による借入れ等は行わないこととすべきである。なお、

その際には特別会計借入金16を計画的に返済していくことも、念頭に置く

こととすべきである。従って、国の一般会計を通すことも必要ではない。

そして、３年から５年に一度、地方共有税（地方交付税）の法定率の見直

しと必要に応じて地方税法に定める税率の変更を行うこととし、国と地方

の役割分担の大きな変更等に対応することとすべきである。 

 その他の年度は財源不足があれば地方債または「地方共有税及び譲与税

特別会計」内に新たに設置する基金により調整することとする。これによ

                                                  
13 (地方交付税)の法定率・・・地方交付税は、国税（所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ

税）の一定割合と法律で定められており、この割合のこと。 
14 特例加算・・・地方の財源不足に対応するために、地方交付税の法定率の引上げにかえて国

が特例的に地方交付税に上乗せする額のこと。 
15 臨時財政対策債・・・地方の財源不足に対応するために、地方交付税にかえて特例的に発行

される赤字地方債。 
16 特別会計借入金・・・地方の財源不足に対応するために、地方交付税の法定率の引き上げに

かえて地方交付税及び譲与税特別会計が直接行う借金。 
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り地方の財源不足に対応するための地方財政対策17は不要となり、地方財

政計画の性格も変わることとなる。 

また、国による景気対策等のため、地方共有税（地方交付税）の原資と

なっている国税や地方税の減税が行われ、地方共有税（地方交付税）の減

額などの財源不足が生じる場合には、地方共有税（地方交付税）の法定率

の引上げにより措置すべきである。 

 

  ４．地方共有税調整金に対する地方の参画 

  各自治体の「地方共有税調整金」の額の調整及び決定について、地方

が参画のうえ、責任をもって行える仕組みを検討すべきである。 

  なお、委員の中には、『地方共有税の運営や地方税法の税率の変更に、

地方の意見が反映され、その決定への参画を深めていくことによって、

地方共有税は、地方交付税のような国から地方への垂直的財政調整から、

地方の合意に基づく水平的財政調整に性格を変えることとなる。』との意

見もある。 

 

    ５．地方共有税（地方交付税）の重要性 

   今後、税源移譲による地方税の充実に伴い、地域間の税源の偏在のた

め自治体間の財政力格差の拡大が避けられないことから、これを是正す

るため、地方共有税（地方交付税）の財源調整機能はますます重要とな

ってくる。 

 なお、地方共有税（地方交付税）のあり方を考える際には、地方、特

に農山漁村や中山間地域が、都市部にはない、水源かん養機能、森林の

二酸化炭素吸収機能・酸素供給機能、食糧生産機能、さらには、景観保

全機能や都市住民の憩いと安らぎの場としての機能を有していることや、

                                                  
17 地方財政対策・・・毎年度の地方財政計画の策定にあたり、地方の財源不足に対応するため

に特例加算や特別会計による借入れなどによる地方交付税総額の増額などの財源対策を行

うこと。 
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産業廃棄物処理施設・原子力発電所・基地等の施設を受け入れているこ

と等により、国土全体が一体となって、国（日本という「くに」）を形成

しているということも踏まえるべきである。 

また、地方共有税（地方交付税）が、自治体の権限にふさわしい財源

保障を行うことによって、この国を、国民が一致結束した平和な一つの

国家たらしめる機能を有していることにも留意すべきである。 
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【提言４】国庫補助負担金の総件数を半減（一般財源化）して約２００とし、 

     地方の改革案を実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提言４】 

国庫補助負担金の総件数を半減（一般財源化）して 

約２００とし、地方の改革案を実現 

 

１．分権改革を進めるための税財政面の取組みとしては、国から地方への税

源移譲が中心となる。これに対応する国の財源については、地方から既に

提出済みの「国庫補助負担金等に関する改革案」を着実に実施し、国庫補

助負担金を廃止（一般財源化）することや事務事業を廃止することなどに

より、国の責任によって措置すべきである。 

 

２．国庫補助負担金の削減は、財政面における地方の自由度を高めるために、

補助負担率を引き下げるのではなく、国庫補助負担金そのものを廃止（一

般財源化）する。 

 

３．国庫補助負担金の総件数を半減させることを当面の目標とする。 

 

４．維持管理に係る国直轄事業負担金については、本来、管理主体が負担す

べきであり、自治体に財政負担させることは極めて不合理であることか

ら、早急にこれを廃止する。 
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＜考え方＞ 

 １．国庫補助負担金の廃止（一般財源化） 

  地方分権の理念に沿って、国と地方の役割分担を再整理し、明確化し

た上で、財政面における自治体の自由度を高めるために、次の考え方に

基づき、国庫補助負担金を廃止（一般財源化）し、当面、その総件数を

半減させる。（「平成１７年度補助金総覧」を基に地方分権改革推進事務

局で調べた地方向け国庫補助負担金等は、目18を単位として４３９件）こ

れにより、国による関与・義務づけの廃止・縮小や、国と地方の二重行

政の解消が図られ、国の職員数の削減にもつなげることができる。 

   ① 特定の事務・事業を奨励するために交付される奨励的補助金につい

ては、原則として廃止（一般財源化）する。 

    ② 普遍的・経常的に行われる施設整備に係る国庫補助負担金について

は、原則として廃止（一般財源化）する。 

    ③ 国が一定水準の確保に責任を持つべき行政分野に関して負担する経

常的な国庫負担金については、自治体による福祉・教育等の対人サー

ビスによる社会的セーフティネットの重要性が増していることに鑑み、

自治体において地域のニーズに応じた施策を主体的に実施していくこ

とを基本に、生活保護等、真に国が義務的に負担すべきと考えられる

分野に限定する。 

    ④ 公共事業等投資的な国庫補助負担金に関しては、地域偏在性が少な

く住民に身近な事業については、廃止（一般財源化）する。 

     ⑤ 単なる国庫補助負担率のカットは、負担転嫁に過ぎないので、行う

べきではなく、これまでのものは、完全廃止（一般財源化）するか、

本来の姿に戻す。  

   ⑥  国庫補助負担金の廃止を行う一方で、従前の国庫補助負担金と同一

                                                  
18 目（もく）・・・予算に計上されている事項の分類区分の一つ。国の歳出予算上は、大きい順 

に、項・目・目細に分類される。 
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または類似の目的・内容を有する国庫補助負担金、交付金、統合補助

金19を創設すべきではない。 

     

２．将来の国庫補助負担金の姿 

    国と地方の重複的な経費負担は責任の所在の不明確さを招くという考

えに基づき、将来的には、国庫補助負担金は全廃し、法定受託事務につ

いての国から地方への委託費のみとすることを目指して検討すべきであ

る。なお、その際には、災害復旧や介護保険、医療制度等に関する経費

については国と地方が互いに負担し合う仕組みを維持すべきではないか

との考え方も含めて、国と地方の役割分担のあり方の見直しとともに慎

重に検討すべきである。 

 

  ３．国直轄事業負担金20の廃止 

       国直轄事業が全国的視野の下に実施されながら、自治体に対して個別

に財政負担を課する国直轄事業負担金は、極めて不合理であるため、こ

れを廃止する。 

    また、本来、管理主体が負担すべき維持管理費について、直轄事業負

担金として自治体に財政負担させることは極めて不合理であり、早急に

これを廃止する。 

 

 

                                                  
19 統合補助金・・・自治体の裁量を高める観点から、自治体が事業箇所・内容を決め、複数事

業を一体的に実施できる補助金として創設されたが、事務手続きが従前と変わらない、未

だ国が事業の箇所付けに関与しているなど、実際には自治体の裁量が高まったとの評価は

少ない。 
20 国直轄事業負担金・・・国が道路や河川等の整備や維持管理を自ら行う場合に、その事業や

施設が所在する自治体に対して、その経費の一部を負担させるもの。 
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【提言５】国と地方の関係の総点検による財政再建 

 

 

 

１．国・地方を通じた行財政改革・財政再建を徹底して行う。この場合には、次

のような国と地方の関係を総点検する。 

 

(１) 国と地方の役割分担の明確化 

(２) 国による関与・義務づけの廃止・縮小 

(３) 国と地方の二重行政の解消 

(４) 権限の移譲に対応した国の出先機関の廃止・縮小 

  （出先機関を自治体に移管する際には、事務の執行について国から全く関

与されないこととする。） 

(５) 地方がこれまで廃止を求めている国庫補助負担金のうち、未だ整理さ

れていないものの廃止 

 

２．自治体自らの責任と判断のもと、決意をもって、地方行革を一層強力に推進

する。特に給与の適正化を厳格に行う。 

   

３．行財政改革の推進により、国・地方を通じたプライマリーバランスの黒字化

に大きく寄与することとなるが、なお、不十分な場合には、更に国庫補助負担

金を廃止すべきである。 

地方交付税は、自治体が、法令等による歳出や事務事業の義務づけを含め地

域社会に必要不可欠な公共サービスを提供することができるよう、財源保障を

行っているものであり、その性格上、目標を設けて削減することにはなじまな

い。 

  

【提言５】 

国と地方の関係の総点検による財政再建 
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＜考え方＞ 

 １．国・地方を通じた行財政改革の徹底 

 過去の景気対策に伴う公債費負担の増など地方財政は逼迫している。個

別の自治体を見ても、財政状況は極めて厳しいという実態にあり、また、

近年、地方財政計画が圧縮された結果として、自治体間での財政力格差が

拡大している。 

こうした厳しい状況のなかで、地方は国を上回る歳出削減や人員削減の

努力を行ってきている。 

地方としては、今後も断固たる決意をもって、自己改革を推進し、給与

の適正化等歳出の見直しを強力に行い、あわせて、その効果に限界はある

ものの、超過課税21を行うなどの増収対策にも徹底的に取り組み、より一層

効率的な行財政運営に努めることで、住民サービスの向上とともに財政再

建を進めることが必要である。 

国は、地方よりも遅れている国自身の行財政改革を断行すべきである。 

 

２．プライマリーバランス論と地方交付税 

         国・地方を通じた財政再建に関しては、国のプライマリーバランスが地

方より悪いことに着目し、これまでの地方における歳出削減の努力による

国・地方を通じたプライマリーバランス改善への貢献に十分配慮せず、『地

方交付税の大幅削減など、国の財政再建のために地方がより一層努力・貢

献すべき。』との論がある。 

    そもそも、国は、経済・財政政策、金融政策等を行うことができ、赤字

国債や通貨の発行が可能であり、プライマリーバランス論で国と地方を同

列に扱うことには無理がある。 

また、地方交付税は、自治体が、法令等により義務づけられた事務事業

                                                  
21 超過課税・・・住民税などの地方税について法律に決められた通常の税率を超える税率を、

条例で定めて課税すること。 
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を含め地域社会に必要不可欠な公共サービスを提供することができるよう、

財源保障を行っているものであり、国と地方の財政は一体のものとして複

雑にからみあっており、国と地方のプライマリーバランスをあたかもそれ

ぞれが独立したものとして分離して考え、相互に関連することなく別々に

改善目標を立てることにも無理がある。 

   プライマリーバランスの改善には、国・地方両者がともに歳出削減の努

力を行うことが必要であることは言うまでもないが、国による関与・義務

づけを廃止・縮小することなく、国のプライマリーバランスを改善させる

ため地方交付税を削減することは、住民に対して必要なサービスを提供で

きない事態を招き、到底、住民の納得を得られず、単なる国の赤字の地方

へのつけ回しである。 

  国・地方を通じて累積した借金を減らして健全な財政の姿としていくこ

とは、国民的な課題であり、国民や自治体にとってわかりやすい形で議論

を進めていくことが必要である。 
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【提言６】財政再建団体基準の透明化、首長・議会責任の強化、 

住民負担の導入 

    

 

 

１．住民が自分の自治体の財政状況に常に関心を持ち、自治体の財政運営に

対するチェック機能を高めることで、健全な財政状況を保ち、財政再建団

体となることを未然に防止するため、 

 

(１) 財政再建団体となる基準等について、普通会計への負担につながる企

業会計等や外郭団体（地方公社、第三セクター等）の負債も考慮した、

フローとストック両面の透明性の高い財政指標等を開発する。 

 

(２) 財政運営の透明性を確保するため、情報公開を徹底する。 

 

    ① 外郭団体の情報公開の推進 

    ② 非公開情報の明確化や迅速でわかりやすい情報提供の推進 

    ③ 定期的な財政状況の公表 

 

(３) 勧告権の付与による権限の強化など監査機能を充実する。 

 

２．自治体が住民の監視による自主的な財政の健全化を行うことができず、

財政再建団体となった場合には、 

 

(１) 首長・議会の責任を問う仕組みを強化する。 

(２) 住民負担を求める仕組みを導入する。 

(３) 貸し手責任は問わず、債務は完全に履行する。 

     但し、工業用地造成事業債等、その償還財源を特定の事業収入の

みとすべき地方債については、貸し手責任を問う仕組みを検討する。

 

３．地方債の共同発行機関を設ける。 

 

４．財政再建制度の見直しは、地方の参画のもとで行う。 

 

【提言６】 

財政再建団体基準の透明化、首長・議会責任の強化、

住民負担の導入 
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＜考え方＞ 

１．透明性の高い財政指標等の開発 
財政再建団体22の基準は、普通会計決算における実質収支赤字の標準財政規

模に対する割合となっている。普通会計の負担につながる企業会計等や外郭

団体（地方公社、第三セクター等）の負債との関係が薄く、またストックと

の連関がなく、自治体の財政状況を 1 年間の資金収支の観点だけでとらえた

ものとなっており、自治体全体の財政状況を正確にとらえたものにはなって

いない。 
 また、 起債発行額や基金との関係で実質収支は変動するものであり、それ

が黒字であっても、財政が逼迫していることもある。 
  従って、透明性の高い財政指標を開発し、住民のチェック機能を高める必

要がある。 
 
２．住民主導による財政再建 
  現在の財政再建制度は、財政状況がかなり悪くなってからの国主導による

是正措置である。 
  国や市場による一定の規律を否定するものではないが、地方自治の観点か

らは、国や市場による規律以前に、自治の担い手たる住民による規律を強化

することにより、財政悪化を避ける方が望ましい。地方における民主主義の

発揮にも資する。  
自治体自らの責任により早期に財政再建を行うこととし、住民や住民代表

機関としての議会による監視等により再建を進めていくことを基本とすべき

である。                                      

 そのためには、経常的経費予算と資本的経費予算に二重予算化するなど、

会計制度がわかりやすいものである必要があり、また、およそ、あらゆる情

報が公開・開示されることが必要である。 
   

                                                  
22 財政再建団体・・・赤字の比率が一定以上になったため、国の指導のもと、財政の建て直し

を行う自治体。 



 

 30

また、現在の監査委員23の権限は、首長に対して意見を述べること、監査結

果の報告及び公表にとどまり（但し、住民監査請求の場合は、厳格な要件の

もとで当該行為を停止すべきことや必要な措置を講ずべきことを勧告するこ

とができる。）、外部監査契約24に基づく監査の場合には、外部監査人25による

結果の報告及び報告に添えた意見提出、監査委員による意見の提出、公表に

とどまっている。 
  そして、監査委員の選任や外部監査人との契約は、議会の議決が必要であ

るもののその人選が首長の権限であること、また監査事務局の体制が必ずし

も十分ではないこと等により、十分にその機能が発揮されていないことから、

勧告権の付与などにより監査機能のさらなる充実を図ることが必要である。 
 
３．首長・議会責任の強化、住民負担の導入 
 自治体が住民の監視による自主的な財政の健全化を行うことができず、な

お財政状況が悪化し、一定の基準に達した場合には、首長、議会の責任を問

う仕組みを強化することとし、また、住民の負担を求める仕組みを導入する。 
 具体的には、起債許可団体や起債制限団体等への移行にもかかわらず、自

主的に財政の健全化を行うことができず、財政再建団体となった場合には、 
 ① 首長・議会の責任を問う意味から、直接請求制度26や住民監査請求制度27

を住民が一層活用しやすい仕組みとする。 
② 徹底的な行財政改革を前提として、住民サービスのカットや地方税の増

税等の住民負担を仕組みとして内蔵させる。 
③ 貸し手責任は問わず、債務は完全に履行する。但し、工業用地造成事業

                                                  
23 監査委員・・・自治体の財務管理、経営管理が適正に行われているか調べることを職務とす 

る自治体の機関。 
24 外部監査契約・・・自治体が外部監査人との間で結ぶ、監査の実施とその結果報告を受ける

ことを内容とする契約。 
25 外部監査人・・・自治体が外部監査契約を結んだ者。自治体の財務管理、経営管理等に関し

優れた識見を有する者で、①弁護士、②公認会計士、③税理士、④監査等事務経験のある

国・自治体の元職員で、監査に関する実務に精通している者から選ばれる。 
26 直接請求制度・・・住民が有する『①条例制定（改廃）の請求、②事務監査の請求、③議会

の解散請求、④議会の議員の解職請求、⑤首長の解職請求、⑥副知事、助役等の解職請求』

の６種の制度のこと。 
27 住民監査請求制度・・・自治体の違法又は不当な財務管理の予防、是正のため、住民の直接

請求により、監査委員が監査を行う制度。 
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債等、その償還財源を特定の事業収入のみとすべき地方債については、事

業の破たん処理にあたって債権のカット等を行い、貸し手にも責任を負わ

せる仕組みを検討する。 
 

４．地方債の共同発行機関の設置 
貸し手責任を問うことで、金融機関や投資家からの圧力を通じて自治体の

財政規律を促すべきであるという考え方がある。 
 もちろん、自治体の資金調達手法が多様化し、市場公募債の割合が高まる

なか、投資家への情報提供活動の充実など市場との対話を促進し、市場が地

方債を引き受けやすい環境を整備していくことは必要である。 
しかし、債権カットやリスケジュールといったデフォルトを前提とした制

度を構築すると、市場からそれだけでより高い金利設定を求められる可能性

があり、自治体全体としての財政負担増にとどまらず、結局は、住民負担増

につながるおそれがあるので、工業用地造成事業債等、その償還財源を特定

の事業収入のみとすべき地方債を除けば適当ではない。 
また、小規模市町村等では、起債ができず、必要な社会資本整備が困難に

なる可能性がある。 
地方債を共同発行すべきとの意見もあるが、小規模市町村等だけによる共

同発行では、かえって信用力が低下することや発行ロットが小さいことによ

り金利が高くなる可能性があり、都道府県単位での共同発行を行うことや自

治体全体での共同発行機関を設けることが必要である。 
 
５．地方の自由度の拡大 
  住民主導による財政再建を徹底するためには、地方の行財政運営における

責任の増大が伴うことから、税源移譲や国による関与・義務づけの廃止・縮

小等により、歳入・歳出両面での地方の自由度を高めていくことが、その前

提となる。 
なお、委員の中には、『財政再建団体制度の見直しに伴い、いわゆる早期是

正措置についても財政再建団体制度と整合性を図りながら、強化する方向で
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見直し、再建団体に陥らないように財政規律を高める。それらを通じて、分

権改革に伴う自由度の拡大に応じた、財政規律の強化を果たすべき。』との意

見もある。 
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４．分権改革の推進方策 
 

【提言７】「新地方分権推進法」の制定 

     ～今、改めて、国民・国会の力で分権を 

 

 

 

 

 

１．第一期改革を踏まえ、平成１９年度（２００７年度）以降の第二期改革

を、国民・国会の力で強力に推進するため、「（仮）新地方分権推進法」を

制定する。 

 

２．「（仮）新地方分権推進法」には、地方分権の基本理念、地方分権推進計

画の策定等を定める。 

 

３．「（仮）新地方分権推進法」は議員立法により制定することも考えられる。 

 

【提言７】 

「新地方分権推進法」の制定 

～今、改めて、国民・国会の力で分権を 
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＜考え方＞ 

１．「（仮）新地方分権推進法」の制定 

 税源移譲、国庫補助負担金改革、国による関与・義務づけの見直しなど

の点で、分権改革は未完である。 

    更に、今後、地方の役割が増大していくことが見込まれる、少子高齢化

対策を中心とした福祉や教育面での対人サービス、多文化共生社会への対

応などに関して、財源・権限面で地方がどう対応していくかということに

ついても議論する必要がある。 

      今後の改革については、第一期改革を踏まえつつも、自治体の役割が増

大していく中での、地方分権の理念を再構築したうえで、地方分権を着実

かつ継続的に推進していく必要があり、そのためには、改革の根拠を法的

に明確化し、国民・国会と広く共有することが重要である。 

      かつて、国会において「地方分権の推進に関する決議」がなされ、これ

を契機にして、地方分権推進法が制定され、これに基づき、地方分権推進

計画の策定や地方分権推進委員会の活動などが行われることで、地方分権

一括法の制定など大きな成果につながったことを、今、改めて想起すべき

である。 

    従って、第二期の改革を推進するための新たな法律を、国会の理解を得

るなかで議員立法によることも視野に入れながら、制定すべきである。 

    なお、この「（仮）新地方分権推進法」においては、かつての地方分権推

進委員会のような組織の設置を想定していないが、この機能は、別に提言

している「（仮）地方行財政会議」が果たすこととなる。 

 

  ２．「（仮）地方自治基本法」と「（仮）地方分権一括法」 

    「（仮）新地方分権推進法」の内容は、地方分権の推進のための基本的考

え方やプロセス等を想定しているが、新しい分権型社会における地方自治

の基本原則、つまり国と地方の役割分担や国と地方の経費負担区分の原則
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等も含めた「（仮）地方自治基本法」とすることも考えられる。 

    更には、この中間報告で提言している税財政面での具体的方策は、法律

改正を伴うものであることから、これらの法律改正も含めて一括して行う

「（仮）地方分権一括法」とする場合もあり得る。 
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５．分権改革の工程表 

 

（１） この中間報告の提言を受けて、国と地方は、早急に、「国と地方の協

議の場」において、 
① 分権改革へ地方が参画するための「（仮）地方行財政会議の設置」 
② 分権改革の税財政面での具体的方策である 

ア「地方税の充実強化」 
イ「地方交付税の改革」 
ウ「国庫補助負担金の見直し」 
エ「国と地方の関係の総点検による財政再建」 
オ「財政再建制度の見直し」 

③ 分権改革の推進方策である「（仮）新地方分権推進法の制定」 
④ 地方への新たな事務または負担の義務づけとなる法令・施策 等 

についての議論を開始する。 
 
（２） ①の「（仮）地方行財政会議」が設置された後は、「国と地方の協議

の場」にかわり、この「会議」において、上記②から④の議論を行う。 
 
（３） 国・地方を通じたプライマリーバランスの黒字化の目標年次である

２０１０年代初頭までに、この中間報告の税財政面での提言内容の実

現を図る。 

 

（４） 将来的には、一層の税源移譲により国税と地方税の割合を４：６と

することを目指すとともに国庫補助負担金の全廃も検討する。 
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おわりに  

 

  この中間報告の公表により期待すること 

  この中間報告の提案事項の実現は、大きなコストの縮減を生み、国・

地方を通じた財政再建に寄与することとなり、仮に将来増税を行うこと

となっても、その増税幅を小さくすることが可能となる。 
  従って、この中間報告に掲げる提案事項の実現が喫緊の課題であるこ

とについて、国民各位に理解していただきたい。 
  この中間報告の公表を契機に、地方六団体はもとより、全国の自治体、

首長、地方議会の議員一人ひとりが、加えて、各政党や国会議員も、地

方分権の必要性を断固とした決意をもって、国民、各界・各層に訴えか

けていただくことをお願いしたい。 
  あわせて、自治体関係者には、自らの政策と財源でもって、地域を内

から活性化させ、地方分権によって必ず住民の暮らしを向上させるのだ

という決意を固め、その責任を果たしていくという高い志を持ち続けて

いただきたい。 
   また、国においては、昨年１１月の政府・与党合意でも述べられてい

る、「地方分権に向けた改革に終わりはない」との認識のもと、この中間

報告を踏まえた真摯な議論を「国と地方の協議の場」などを通じ、地方

との間で行っていただきたい。 
  そして、全国津々浦々において、地方分権に関する国民的な関心が高

まり、地方議会、国会においても地方分権に関する活発な議論が行われ、

この中間報告の提言が実現される日が、一日も早く来ることを強く期待

したい。  
 
  今後、本委員会は、最終報告に向け、地方が自らどのような役割を果

たすべきか、地方が自らどのように変わっていくべきかを考えながら、

「このまちに住んでよかったと思えるような豊かな自治と新しい国のか

たち」を議論していきたい。 



 

 38

「新地方分権構想検討委員会」委員名簿 

 

委 員 長 神野直彦   東京大学大学院経済学研究科教授 

委員長代理 小幡純子   上智大学教授 

青山彰久   読売新聞東京本社解説部次長 

赤崎義則   鹿児島市社会福祉協議会会長(前鹿児島市長) 

池田佳隆   (社)日本青年会議所会頭 
 

井上義國   関西分権改革推進委員会座長 
       (社)関西経済連合会常任理事 

  
大森 彌   東京大学名誉教授 

北川正恭   早稲田大学大学院公共経営研究科教授 

木村陽子   地方財政審議会委員 

工藤泰志   特定非営利活動法人 言論 NPO 代表 

小西砂千夫  関西学院大学教授 

堺屋太一   作家・元経済企画庁長官 

榊原英資   早稲田大学教授 

坪井ゆづる  朝日新聞社論説委員 

宮脇 淳   北海道大学公共政策大学院院長 

山下 茂   明治大学大学院ガバナンス研究科教授 

（順不同・敬称略） 

 
 


